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１ 計画策定の背景について 

    今年度より、高金利の地方債の公債費負担を軽減することを目的として、平成２１年度まで

の３年間に、全国総額５兆円の公的資金（財政融資資金・簡易生命保険資金・公営企業金融

公庫資金）の補償金免除繰上償還ができることとなった。償還には、より一層の行財政改革を

行うことが条件となっており、そのための財政健全化計画策定が前提となっているものである。 

 

２ 計画の内容について 

 （基本方針） 

    財政健全化計画は、平成１９～２３年度を計画期間とし、会計ごとに策定する必要がある。札

幌市の一般会計では、既に策定済の札幌市集中改革プラン（平成１８年２月策定）及び札幌

市行財政改革プラン（平成１９年１２月策定）の着実な推進を主な内容としている。 

 

 （繰上償還の対象額） 

    一般会計は年利７％以上の公的資金が対象となっている。資金別には以下のとおりである。 

 

     財政融資資金        ７３７百万円（平成 20 年 3 月繰上予定） 

     簡易生命保険資金   １，６２３百万円（平成 20 年 9 月繰上予定） 

     合 計           ２，３６０百万円 

 

 （繰上償還に伴う行政改革推進効果） 

     計画承認において求められている要件は以下のとおりである。 

（１） 実質公債費比率：基準年度（平成 18 年度）と比較し、計画終了年度（平成 23 年度）に

おいて増加しないこと 

         18 年度：１４．５％  ⇒  23 年度：１３．７％ 

（２） 地方債現在高：基準年度（平成 18 年度）と比較し、計画終了年度（平成 23 年度）にお

いて増加しないこと 

         18 年度：１，００８，７０２百万円  ⇒  23 年度：８４４，２８２百万円 

（３） 補償金免除額：繰上償還による補償金免除額を上回る財政改善効果が示されている

こと 

         補償金免除額：１３５百万円  ＜  財政改善効果：２５，１６４百万円 

（４） 集中改革プランの取組の着実な実行（一般会計で▲４９０人） 

         17 年度：１１，７２３人  ⇒  23 年度：１１，２０２人 （▲５２１人） 


